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重大事案発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 

（教頭） 

教 職 員 

（保健室） 

養護教諭 

（心の相談室） 

心のケア相談員 

《大切なポイント》 

１．児童等の安全確保、

生命維持最優先 

２．的確な判断・指示・

対応 

３．正確な情報把握と迅

速な連絡・通報 

児童 

 

対応 

近 く の 教 職 員 

教職員 児童 保護者・

地域住民 

通
報 

報告・支援要請 

指
示 

指導・サポート 

指示 

報
告 

指示 

報告 

１．発見・通報 

 ・被害拡大防止  

 ・直ちに警察、消防署へ 

 ・被害者（負傷者）の保

護者への連絡 

 ・教育委員会への報告 

２．全教職員による対

応等 

３．事後の対応 

連携 

学校医 

医療機関 

警察 

１１０番 

通報 

事件・事故・いじめ不登校対策本部 

事実確認 役割分担・窓口の一本化 

いじめ対策委員会 

校長，教頭，教務主任，

生活指導主任，養護教

諭，心のケア相談員，（Ｐ

ＴＡ代表，学校評議員，

主任児童委員） 



重大事案発生 

当該重大事案と同種の事案の発生防止 

学 校 
教育委員会 

☆認知後の発生報告 

☆調査の主体を判断する。 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

いじめ対策委員会 


